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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

道
路
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
六
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
七
十
六
号 

 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
図
面
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
山
武
土
木
事
務
所
に
お
い
て
□
令
和
八
年

二
月
二
十
日
か
ら
三
週
間
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

千
葉
大
網
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 
 
 
 
 
 

長 

大
網
白
里
市
池

田
字
砂
田
五
七

番
三
地
先
か
ら

五
一
番
三
地
先

ま
で 

前 

一
七
・
六
三
メ
□
ト
ル
か
ら 

三
五
・
七
九
メ
□
ト
ル
ま
で 

三
五
・
九
七
メ
□
ト
ル 

後 

一
七
・
六
三
メ
□
ト
ル
か
ら 

三
三
・
四
九
メ
□
ト
ル
ま
で 

三
五
・
九
七
メ
□
ト
ル 

  

千
葉
県
告
示
第
七
十
七
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

柏
都
市
計
画
事
業
柏
北
部
中
央
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更

し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

柏
都
市
計
画
事
業
柏
北
部
中
央
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

柏
市
若
柴
一
六
〇
番
地
一 

三 

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
二
年
八
月
二
十
五
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
十
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
十
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
計
画
の
変
更
の
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 公

告 

 
 

 

一
般
競
争
入
札
□
保
留
地
の
処
分
□
の
実
施 

 

千
葉
県
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る
規
則
□
平
成
九
年
千
葉

県
規
則
第
十
号
□
以
下
□
規
則
□
と
い
う
□
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
保
留
地
を
処
分
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

処
分
す
る
保
留
地 

物
件 

番
号 

所 
 

 

在 

面 
 

積 

最
低
売
却
価
格 

１ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
一
三
街
区
一
画
地
□ 

二
□
三
七
〇
・

三
六
㎡ 

一
五
四
□
三
一
〇
□
五
〇
〇

円 
２ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
一
三
街
区
七
画
地
□ 

一
□
三
七
二
・

四
六
㎡ 

八
八
□
五
二
三
□
七
〇
〇
円 

３ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
一
四
街
区
一
画
地
□ 

一
□
一
九
七
・

三
四
㎡ 

六
八
□
四
八
七
□
九
〇
〇
円 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

2

月

20

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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４ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
一
六
街
区
二
〇
画
地
□ 

一
□
六
四
四
・

二
三
㎡ 

一
〇
二
□
七
六
四
□
四
〇
〇

円 
５ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
三
三
街
区
六
画
地
□ 

二
三
五
・
七
三

㎡ 

一
六
□
四
七
七
□
六
〇
〇
円 

６ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
一
街
区
一
一
画
地
□ 

五
九
九
・
一
三

㎡ 

四
六
□
四
三
二
□
六
〇
〇
円 

７ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
二
街
区
九
画
地
□ 

三
六
七
・
五
三

㎡ 

二
九
□
三
六
五
□
七
〇
〇
円 

８ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
五
街
区
一
画
地
□ 

九
九
七
・
〇
七

㎡ 

六
二
□
二
一
七
□
二
〇
〇
円 

９ 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
六
街
区
一
画
地
□ 

二
五
二
・
八
九

㎡ 

一
七
□
二
二
一
□
九
〇
〇
円 

10 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
六
街
区
六
画
地
□ 

四
〇
二
・
四
五

㎡ 

二
四
□
八
三
一
□
二
〇
〇
円 

11 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
七
街
区
四
画
地
□ 

一
□
三
一
九
・

九
八
㎡ 

七
六
□
一
六
二
□
九
〇
〇
円 

12 

木
更
津
市
□
木
更
津
都
市
計
画
事
業

金
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内
七
九
街
区
一
画
地
□ 

一
□
一
六
七
・

七
九
㎡ 

六
九
□
四
八
三
□
六
〇
〇
円 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

１ 

規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

２ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
□
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

 

３ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又

は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ

と
□ 

 

４ 

全
て
の
都
道
府
県
税
並
び
に
法
人
税
又
は
所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
□ 

三 

契
約
条
項
及
び
分
譲
案
内
書
を
示
す
場
所
並
び
に
問
合
せ
先 

 
 

木
更
津
市
潮
見
七
丁
目
三
番
地
九 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

電
話
〇
四
三
八
□
三
七
□

六
六
一
四 

四 

入
札
及
び
開
札
の
期
間
及
び
場
所
等 

 

１ 

入
札
の
期
間 

令
和
八
年
五
月
十
八
日
□
月
曜
日
□
及
び
十
九
日
□
火
曜
日
□
の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
□
た
だ
し
□
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
は
□

同
日
の
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

２ 

入
札
の
場
所 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 

入
札
書
の
提
出
方
法 

簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送
又
は
本
人
若
し
く
は
代
理
人
の
持
参
に
よ
る
も
の

と
す
る
□ 

 

４ 

入
札
参
加
上
の
注
意 

 
 

 
 

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
□
七
に
よ
る
入
札
参
加
の
申
込
み
を
行
い
□
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
な
お
□
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
者
は
□
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 
 

 
 

入
札
書
に
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
入
札
保
証
金
提
出
書
に
□
五
に
よ
る
入
札
保
証
金

に
係
る
納
付
書
兼
領
収
書
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
□ 

 

５ 

開
札
の
日
時
及
び
場
所 

次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

物
件 

番
号 

日 
 

時 

場 
 

所 

１ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
九
時 

千
葉
県
木
更
津
区

画
整
理
事
務
所
一

階
会
議
室 

２ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
九
時
三
十
分 

３ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
十
時 

４ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
十
時
三
十
分 

５ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
十
一
時 

６ 

令
和
八
年
五
月
二
十
日
□
水
曜
日
□
午
前
十
一
時
三
十
分 

７ 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
九
時 

８ 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
九
時
三
十
分 

９ 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
時 

10 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
時
三
十
分 

11 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
一
時 

12 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
□
木
曜
日
□
午
前
十
一
時
三
十
分 

五 

入
札
保
証
金 

 
 

納
付
す
る
も
の
と
し
□
そ
の
額
は
□
見
積
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
す
る
□ 

六 

入
札
の
無
効 

 
 

規
則
第
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
□
無
効
と
す
る
□ 

七 

入
札
参
加
の
申
込
期
間
□
受
付
場
所
及
び
申
込
方
法 

（一） 
 

（二） 
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令和 8 年 2 月 20 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１４１１９号 
 

１ 

申
込
期
間 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
□
月
曜
日
□
か
ら
二
十
五
日
□
水
曜
日
□
ま
で
の
午
前
九

時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 
２ 
受
付
場
所 

千
葉
県
木
更
津
区
画
整
理
事
務
所 

 

３ 
申
込
方
法 

事
前
に
三
の
問
合
せ
先
に
電
話
で
連
絡
の
上
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
所
定
の
書
類
を

本
人
又
は
代
理
人
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

八 

そ
の
他 

 

１ 

代
金
の
支
払
方
法 

売
買
契
約
の
締
結
日
ま
で
に
□
契
約
保
証
金
と
し
て
売
買
代
金
の
百
分
の
十

以
上
を
納
付
し
□
売
買
代
金
と
契
約
保
証
金
と
の
差
額
を
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
□
県

が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
す
る
□ 

 

２ 

そ
の
他 

詳
細
は
□
分
譲
案
内
書
に
よ
る
□ 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

                 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

２
０

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

２
０

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

２
月

２
０

日
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